
理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。

請負人

住民情報システム運用支援・保守業務 大阪狭山市役所 ＮＣＳ＆Ａ（株）

件　名 期間

11,759,000円

随意契約契約結果一覧表

令和8年3月1日
～令和8年3月31日

場　所
契約日
契約金額
令和8年2月25日


